
  

 

 

 

 

 

４月上旬から長崎市でも新規感染者が大幅に増え、４月２５日には「長崎市非常事態行動」が

出されました。ご家庭でも日々の感染予防にご協力いただき、ありがとうございます。 

さらに、５月１０日に政府へ「まん延防止等重点措置」の適用を要請するほど感染が拡大し、

医療機関でも病床が９割埋まるほど、ひっ迫している状況です。 

【長崎市
ながさきし

非常
ひじょう

事態
じたい

行動
こうどう

】 

〇不要不急の外出を控え、人の接触を極力減らしてください。 

〇基本的な行動を徹底してください 

 ・検温などの健康チェック  ・手洗いや手指消毒  ・マスクの適切な着用 

 ・三密（密集・密接・密閉）を絶対に回避 

「非常事態行動」を守り、自分が感染しない・させないよう、みんなで取り組んでいきましょ

う。また、現在の感染状況では、「新しい生活様式」レベル２の対応をとることとなっています。 

【新
あたら

しい生
せい

活
かつ

様
よう

式
しき

 レベル２】 

   『同居
どうきょ

の家族
かぞく

の健康
けんこう

状態
じょうたい

を確認
かくにん

の上
うえ

、同居
どうきょ

の家族
かぞく

に風邪
か ぜ

症 状
しょうじょう

がみられる児童
じどう

生徒
せいと

を 

登校
とうこう

させないようにする。』 ※風邪
か ぜ

症 状
しょうじょう

は、発熱
はつねつ

だけに限
かぎ

りません。 

家族内に風邪症状がみられる人がいる場合は、登校を控えていただくようお願いいたします。 

（欠席にはならず、出席停止の扱いとなります） 

毎日の健康観察記録表にも‘家族の健康状態’を記載する 

欄がありますので、ご活用ください。 

令和３年５月１４日発行 

第２号 

養護教諭 松島 知華実 


